
[全国地方銀行協会／第二地方銀行協会] 

独占禁止法の特例法案の閣議決定について 

○ ３月３日（火）、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀

行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための独占禁止法の

特例に関する法律案」が閣議決定・国会提出された。 

○ 本法律案は、人口減少等の厳しい経営環境の下でも、地域銀行等に

よる基盤的なサービスが将来にわたって持続的に提供されるよう、独

占禁止法に特例を設けるもの。 

（以 上） 


